
北朝鮮弾道ミサイル発射事案に係る状況等（第 7 報） 
 

平成１８年７月１2 日１５時３０分現在 
消  防  庁  情  報  連  絡  室 

 
１ 事案等の概要 

北朝鮮より弾道ミサイル発射 
      発射時刻 ３時３０分頃、４時００分頃、５時００分頃、７時１０分頃、 

７時３０分頃、８時２０分頃、及び１７時２０分頃の計７度にわ
たり発射 

      落下推定場所 全ての弾道ミサイルは日本海に落下（推定） 
 
２ 被害の状況 

現在のところ被害報告なし 
 
３ 政府の対応 
   ７月５日（水） 

４時     官邸対策室設置 
６時１８分  官房長官会見実施 

    ７時２７分  安全保障会議開催 
    ８時２０分  官房長官声明 
   １１時４５分  安全保障会議開催 
   １２時１３分  官房長官会見実施 
 
４ 消防庁の対応 
  ７月５日（水） 

５時００分  情報連絡体制確立 
６時００分  情報連絡室設置（第１次応急体制） 

    ６時３０分  都道府県へ飛翔体に関する緊急連絡発出 
    ８時３３分  都道府県へ官房長官声明を情報提供 
   １０時４７分    都道府県へ防衛庁発表資料「北朝鮮から発射された弾道ミサイル又

は飛翔体について」を情報提供 
   １１時３６分  都道府県へ閣議決定の「特定船舶の入港禁止措置に関する情報につ

いて」を情報提供 
     １２時４０分  都道府県へ安全保障会議で取りまとめられた我が国政府の当面の

対応について、情報提供 
   １７時２５分  都道府県へ北朝鮮飛翔体発射事案に係る今後の消防庁等の連絡体

制について情報提供 
   １８時２７分    都道府県へ第７発目の飛翔体について情報提供 

   ７月６日（木） 
   １７時２９分  都道府県へ今後の消防庁等の連絡体制について情報提供 
  ７月７日（金） 
   １５時５６分  都道府県へ防衛庁長官記者会見概要について情報提供 
   １７時０８分  都道府県へ消防庁等の連絡体制について情報提供 
  ７月１０日（月）  
   １３時２７分  都道府県へ地方公共団体の対応状況について調査実施 
   １６時３０分  都道府県へ消防庁等の連絡体制について情報提供 
  ７月１１日（火） 
   １７時１５分    都道府県へ消防庁等の連絡体制について情報提供 
   １８時０５分  都道府県へ防衛庁長官記者会見概要について情報提供 
    
 
５ 都道府県の対応 

対応体制について 
連絡室等を設置               ２４団体 
職員の増員等による連絡体制の強化      ２３団体 

（平成１８年７月１１日１７時現在調べ） 
                                                                       


